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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成25年3月14日(2013.3.14)

【公表番号】特表2013-502391(P2013-502391A)
【公表日】平成25年1月24日(2013.1.24)
【年通号数】公開・登録公報2013-004
【出願番号】特願2012-525122(P2012-525122)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｄ 493/10     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ   9/02     (2006.01)
   Ｃ０９Ｂ  11/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｄ 493/10    　　　Ｅ
   Ｃ０９Ｋ   9/02    　　　Ｃ
   Ｃ０９Ｂ  11/28    　　　Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成24年12月20日(2012.12.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４－メトキシ－２－メチルジフェニルアミンと２－（４’－ジ－ｎ－ブチルアミノ－２
’－ヒドロキシベンゾイル）安息香酸とを発煙硫酸中で、又はそれと硫酸との混合物中で
反応させ、反応物を水、非極性溶剤及び塩基で処理し、そして最終生成物を単離すること
を含む、３－ジブチルアミノ－６－メチル－７－アニリノフルオランの製造方法であって
、以下、
（ｉ）４－メトキシ－２－メチルジフェニルアミンと２－（４’－ジ－ｎ－ブチルアミノ
－２’－ヒドロキシベンゾイル）安息香酸との反応を、発煙硫酸中で又はそれと硫酸との
混合物中で温度３０℃未満で実施する工程、
（ｉｉ）そして反応物に水を添加する工程、
（ｉｉｉ）その後、非極性溶剤を希釈した反応物に添加する工程、
（ｉｖ）続いて得られた有機相を分離する工程、
（ｖ）その後有機相を水性塩基で処理し、そして５０℃～９０℃の温度で加熱する工程、
そして最終的に
（ｖｉ）３－ジブチルアミノ－６－メチル－７－アニリノフルオランを単離する工程
を実施することを特徴とする、３－ジブチルアミノ－６－メチル－７－アニリノフルオラ
ンの製造方法。
【請求項２】
　工程（ｖ）において、有機相を水性塩基で処理した後に、塩基性水性相を取り出し、そ
して残りの有機相を、工程（ｖｉ）の前に水性塩基で２回処理するさらなる工程を実施す
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　４－メトキシ－２－メチルジフェニルアミンと、２－（４’－ジ－ｎ－ブチルアミノ－
２’－ヒドロキシベンゾイル）安息香酸との濃縮硫酸もしくは発煙硫酸中での、又はそれ
らの混合物中での反応を、１０～２０℃の温度で実施する、請求項１又は２に記載の方法
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【請求項４】
　前記反応物への水の添加を３０～７０℃で実施する、請求項１から３までのいずれか１
項に記載の方法。
【請求項５】
　前記非極性溶剤を、６０～８０℃で希釈した反応物に添加する、請求項１から４までの
いずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記非極性溶剤を、６５～７０℃で希釈した反応物に添加する、請求項５に記載の方法
。
【請求項７】
　前記水性塩基が水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムである、請求項１から６までのい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記水性塩基及び有機相を、７０～８５℃の温度で共に加熱する、請求項１から７まで
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記有機溶剤がトルエン又はキシレンである、請求項１から８までのいずれか１項に記
載の方法。
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